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１．届出前の確認事項 

【確認①】 届出窓口 
建設リサイクル法に基づく届出は、工事場所を確認のうえ、窓口となる土木事務所へ提

出してください。  

 

工事場所 届 出 窓 口 ( 土 木 事 務 所 ) 

栗東市 

野洲市 

甲賀市 

湖南市 

日野町 

竜王町 

甲賀土木事務所 

管理調整課 

建築指導係 

所在地：甲賀市水口町水口 6200 

T E L：0748-63-6163 

FAX：0748-63-1504 

メール：koka-shidou@pref.shiga.lg.jp 

      koka-recycle@pref.shiga.lg.jp 

愛荘町 

豊郷町 

甲良町 

多賀町 

米原市 

湖東土木事務所 

管理調整課 

建築指導係 

所在地：彦根市元町 4－1 

T E L：0749-27-2250 

FAX：0749-23-3531 

メール：kotou-shidou@pref.shiga.lg.jp 

高島市 

高島土木事務所 

管理調整課 

建築指導係 

所在地：高島市今津町今津 1758 

T E L：0740-22-6046 

FAX：0740-22-6077 

メール：takashima-shidou@pref.shiga.lg.jp 

 

※滋賀県内の特定行政庁（大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、東近

江市）につきましては、市役所で建設リサイクル法の届出事務を行っておりますので、

各市の建築指導担当課にお問い合わせください。 

 

 

※建設リサイクル法に基づく届出および本マニュアルに関する質疑・相談は、上記の表 

に記載されている各土木事務所または下記までお問い合わせください。  

滋賀県 交通まちづくり部建築開発課 指導係 

所在地：大津市京町４丁目 1－1 

T E L：077-528-4258       FAX：077-528-4912 

メール：shidou@pref.shiga.lg.jp 
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【確認②】 届出対象工事 
特定建設資材※１を用いた建築物やその他の工作物の解体工事、特定建設資材を使用す

る新築工事や土木工事等で、建設工事の規模が下記の表に該当するもの。 

 

工事の種類 届出が必要な規模 

建築物の解体 床面積の合計 ８０㎡以上 

建築物の新築・増築 

 

床面積の合計 ５００㎡以上 

 

建築物の修繕・模様替え（リフォーム等） ※２ 請負代金の額 1 億円以上（税込） 

 

その他の工作物に関する工事 

（宅地造成・擁壁工事等の土木工事等） 

請負代金の額 ５００万円以上（税込） 

 

※１ 特定建設資材（法第２条第５項、政令第１条）…コンクリート、コンクリート及び鉄から 

成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート 

※２ 建築物に係る工事であって、建築物の解体及び新築・増築工事に該当しない工事 
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【確認③】 届出日の考え方 
届出は、工事着手日の７日前までに行う必要があります。原則としてしがネット受付サー

ビスにより届出がシステムに到達した日を届出日とします。 

※ システムによる届出は２４時間可能ですが、開庁時間外の届出の場合は職員による審 

査は次の開庁日以降となります。年末年始等の長期閉庁期間中は、職員による審査が 

できないため、余裕を持った申請をお願いします。 

※ 届出に重大な不備（届出窓口の誤り、書類の不足）がある場合、届出を無効として再届 

出を求める場合があります。この場合、再届出がシステムに到達した日を届出日としま 

す。 

 

 

例）届出に不備がない場合 

金 土 日 月 火 水 木 金 土 

 

届出がシス

テムに到達

した日 

＝届出日 

   

 

  
工事 

着手日 

 ７日前 ６日前 ５日前 ４日前 ３日前 ２日前 １日前  

 

 

例）届出に軽微な不備がある場合 

金 土 日 月 火 水 木 金 土 

 

届出がシス

テムに到達

した日 

＝届出日 

   

 

  
工事 

着手日 

 ７日前 ６日前 ５日前 ４日前 ３日前 ２日前 １日前  

 

 

例）届出に重大な不備がある場合 

金 土 日 月 火 水 木 金 土 

 

届出がシス

テムに到達

した日 

＝届出日 

    

再届出がシ

ステムに到

達した日 

＝届出日 

 

工事 

着手日 

 ７日前 ６日前 ５日前 ４日前 ３日前 ２日前 １日前  

      ７日前 ６日前 ５日前 

  

受付→審査→受理 

３開庁日以内に受理完了

のメールをお送りします。 

受付→審査→修正指示 

３開庁日以内に補正依頼

の連絡をします。 

補正 

工事着手日までに補正が完了され

ない場合、工事に着手できません。 

受付→審査→届出取下 

３開庁日以内に届出取下の

連絡をするので、再度届出を

行ってください。 

受理 

補正完了後、受理完了の

メールをお送りします。 

再届出がシステムに到達した

日を届出日とし、工事着手日

を設定してください。 
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２．「しがネット受付サービス」による届出手順 

【Step０】 届出フローの確認 
 

※【Step4】まで完了しないと、工事に着手できません。 

  

届 出 者 
特 定 行 政 庁 

（各土木事務所） 

  

【Step１】届出書データの作成 

 

【Step３】届出データの補正 

 

工事着手 

受理 

不備が 
ない場合 

【Step２】システムによる届出 

不備が 
ある場合 

【Step4】届出済証・副本の受領 

届出内容の審査 

補正依頼 



6 
 

【Step１】 届出書データの作成 
 滋賀県ホームページに掲載されている届出に必要な書類①～⑤をそれぞれ別の PDF フ

ァイルで保存してください。 

① 届出書・分別解体等の計画等 

② 工程の概要を示す書面 

③ 付近見取り図（都市計画図又は住宅地図等） 

④ 建築物等の設計図又は写真 

⑤ 委任状（代理者が届出する場合のみ） 

 

 

 

 

 

 

【Step２】 システムによる届出手順 
 事前準備  

● しがネット受付サービスの申請を開始するには、①「ログインして申請に進む」と②「メ

ールを認証して申請に進む」の２通りの手段があり、①の手段による場合は、事前にア

カウント登録が必要です。 

「ログインして申請に進む」の場合、①-１．Google でログイン、①-２．LINE でログイン、 

①-３．Graffer アカウントでログインの３通りから選択可能です。選択後は画面の指 

示に従ってログインしてください。 

 

 

● メールのやり取りが発生しますので、下記のメールアドレスからのメールを受信できる 

ようにしておいてください。 

    ▶ koka-shidou@pref.shiga.lg.jp （甲賀土木事務所） 

    ▶ koka-recycle@pref.shiga.lg.jp （甲賀土木事務所） 

    ▶ kotou-shidou@pref.shiga.lg.jp （湖東土木事務所） 

    ▶ takashima-shidou@pref.shiga.lg.jp （高島土木事務所） 

    ▶ noreply@mail.graffer.jp （しがネット受付サービス） 

  

①の様式データ 

はこちら 

滋賀県 建設リサイクル法 オンライン申請 検索 
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 ログインする  

 

 

 

 

 

  

②いずれかの方法でしがネット受付サー

ビスにログインする。 

 

「ログインして申請に進む」… 

・事前にアカウント登録が必要。 

・「Google」、「LINE」、「Graffer」のアカ

ウントの３通りから選択可能。 

 

「メールを認証して申請に進む」… 

・メールアドレスの認証メールが届くた

め、届いたメールに沿って認証する。 

または 

滋賀県ホーム

ページは 

こちら（ダミ

ー） 

①滋 賀 県 ホ ー ム ペ ー ジ           
から、しがネット受付サ
ービスにアクセスする。 

（※工事場所により届出先が異な

るため、ご注意ください。） 
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③利用規約の同意に☑して、申請に進む。 
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 必要情報の入力  

 

  

④いずれかを選

択する。 

⑤申請者の情報

を入力する。 

※届出者の氏名ではなく、しがネット受付

サービスで入力される方の情報を入力 
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⑦該当する工事

に☑する。 

（複数選択可） 

⑥注意事項を確認

の上、☑する。 

⑧工事場所を選

択する。 
※該当する市町が表

示されない場合は、
届出先に誤りがあ
るため、申請をやり
直してください。 

※複数市町にまたが
る工事の場合は、い
ずれかひとつの市
町を選択してくださ
い。 
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 届出書類をアップロードする  

 

 

 

  

⑨【Step1】で作

成した書類をそ

れぞれアップロ

ードする。 

⑩代理者の有無

を選択し、「代理

者 あ り 」 の 場 合

は、委任状をアッ

プロードする。 
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 申請する  

 

  

～
 

⑪上記申請内容に誤り

がないか確認し、申請す

る。 
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  ⑫「申請が完了」と表示された

ら、登録されたメールアドレス

に「受け付けのお知らせ」メー

ルが届いているか確認する。 

⑬このメールが届いたら、 

届出の受け付けは完了です。 

 

※通常、３開庁日以内に「受理のお

知らせ」メールまたは、届出窓口

の土木事務所から「補正依頼」が

届きます。３開庁日を経過しても

連絡がない場合は、届出窓口の

土木事務所へご連絡ください。 

※「受理のお知らせ」メールが届か

なければ、工事に着手できませ

ん。 
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【Step３】 届出データの補正手順（届出データに不備がある場合のみ） 
 しがネット受付サービスで届出した内容に不備がある場合は、しがネット受付サービスま

たは届出窓口となる土木事務所からメールもしくは電話で補正依頼の連絡をします。補正

依頼に従い、修正したデータを提出してください。 

 

※工事着手日までに補正が完了されない場合は、工事に着手できません。 

 

※補正指示連絡から２週間経過しても修正データが提出されない場合は、届出書をしがネ

ット受付サービスから差戻しを行います。差戻しとなった場合は、始めから再度届出を

行ってください。 
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【Step４】 届出済証・副本の受領手順 
 

 

 

 

  

または 

②申請時と同じ方法でしが

ネット受付サービスにア

クセスする。 

④届出済証を印刷し、工事

場所に掲示する。 

【以上で手続完了】 

①「受理のお知らせ」メール

が 届 い た ら 、 こ ち ら の

URL にアクセスする。 

③届出済証・副本をダウン

ロードする。 
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【その他 】 取下手順等 
届出の取下げ方法 

届出内容に誤りがあることが判明した場合や、届出先を間違えた場合には、以下の手順

で申請者側から届出をシステム上で取り下げることができます。 

 

 １．届出時に受信した受付確認メールから「申請の詳細」のリンクを開く。 

 ２．しがネット受付サービスにログインする。 

 ３．「申請を取り下げる」を選択すると申請を取り下げることができます。 

 

※届出先となる土木事務所で処理中の場合は、申請者側からの取り下げができませんの

で、申請を取り下げる必要がある場合は、土木事務所へ取り下げたい旨の連絡を行って

ください。 

  


